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「くまがや市議会だより第36号」は、69,700部作成し、印刷・製本にかかる市の負担は、一部当たり９円です。 16

９月定例会日程（予定）

※本会議、一般質問は傍聴できます。
※開会は原則午前10時です。
※日程は変更になる場合があります。
　詳しいことは、議会事務局にお問
　い合わせください。
熊谷市議会事務局
TEL  048-524-1573（直通）
FAX  048-525-8886
E-mail：gikaijimukyoku@city.
      　  kumagaya.lg.jp
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　　　　法曹養成制度の抜本的な見直しを求める意見書
　政府は、平成14年３月、今後とも法的需要が増加し続けるものと見込んで、
当時年間1,000人程度であった司法試験合格者数を平成22年頃までに年間
3,000人程度とすることを目指す等の目標を掲げた「司法制度改革推進計
画」を閣議決定した。その後、司法試験合格者数は、平成19年以降2,000
人超で推移しているが、法的需要は想定されたほど増加せず、また、本計
画において必要な増員を行うとされていた裁判官及び検察官はさしたる増
員もされないまま今日に至っている。そのため、平成13年に約1万8,000人
だった弁護士人口は、平成25年末には3万5,000人を超え、裁判官及び検察
官人口と弁護士人口の不均衡が顕著なものとなっている。(中略)弁護士人口
の激増による競争激化も相まって、このままでは需要と供給のバランスが
崩れ、無用な訴訟への誘導が行われるなど、行き過ぎた「訴訟社会」を招
来する危険性も指摘されている。このような事態は、法的サービスの受益
者である国民にとって重大な問題に繋がりかねず、とりわけ、諸紛争の適
正・妥当な解決による自由かつ公正な社会の実現という観点から看過する
ことはできない。よって、国においては、法曹人口の不均衡を是正するた
めの裁判官及び検察官の増員を行うとともに、適正な法曹人口の検討をは
じめとした法曹養成制度全般の抜本的な見直しを実施するよう求める。以
上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
　　平成26年６月25日　　　　　　　　　　　　　　　　熊谷市議会
衆議院議長様、参議院議長様、内閣総理大臣様、法務大臣様、文部科学大臣様、
内閣官房長官様
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　　 民法の改正による個人保証の原則的廃止を求める意見書
　親類や知人から保証人となることを依頼された場合、人間関係などを気
にかけ、断りにくいことが多い。そのため、現在も、保証人となったため
に破産や自殺に至るなど多数の被害が生じている。（中略）よって、国にお
いては、法制審議会民法部会において検討されている民法の改正にあたり、
下記の事項を実現するよう求める。
１　個人保証を原則として廃止すること。
２　例外として、個人保証が許容される場合であっても、次に指摘する保
　証人保護制度を設けること。
　ア　現行民法に定める貸金等根保証契約における規律（民法第465条の2
　　から第465条の5まで）を個人が保証人となる場合の全ての根保証契約
　　に及ぼすこと。
　イ　債権者は、保証契約を締結するときは、保証人となろうとする者に
　　対する説明義務や債務者の支払能力に関する情報提供義務を負い、債権
　　者がその義務違反をした場合には、保証人は保証契約を取り消せること。
　ウ　債権者は、保証契約締結後、保証人に対し、主たる債務者の遅延情
　　報を通知する義務を負うこと。
　エ　過大な保証を禁止する規定や保証債務の責任を減免する規定を設け
　　ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
　　平成26年6月25日　　　　　　　　　　　　　　　　熊谷市議会
衆議院議長様、参議院議長様、内閣総理大臣様、法務大臣様、内閣官房長官様

3日(水)本会議
　　・開会
　　・会期の決定
　　・諸報告
　　・市長の提案理由説明
　　・議案の上程
　　・議案説明等
８日(月)本会議
　　・議案に対する質疑
　　・委員会付託等
９日(火)委員会
　　・総務文教常任委員会
　　・環境産業常任委員会
10日(水)委員会
　　・市民福祉常任委員会
　　・都市建設常任委員会
16日(火)一般質問
17日(水)一般質問
18日(木)一般質問
24日(水)本会議
　　・各委員長報告
　　・質疑
　　・討論
　　・採決
　　・閉会

国（関係機関）に意見書を提出（一部を抜粋して紹介します）
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